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修学で市外へ転出する場合
は国民健康保険の届け出を

�451
　国民健康保険に加入している
世帯の子どもが、修学のために
親元を離れ、転出するときは、
引き続き市の国民健康保険を使
うことができますので届け出て
ください。
必 要なもの　国民健康保険の被
保険者資格確認書類、在学証
明書（学生証）、世帯主およ
び子どものマイナンバーが分
かるもの、届け出する方の本
人確認書類

届 出先　国保年金課、支所、市
民センター
�学校を卒業したときや社会保
険に加入したときは、速やか
に届け出てください
国保年金課　 32-1312

軽自動車などの名義変更・廃車の届け出 679
　軽自動車税（種別割）は毎年４月１日現在の所有者に課税されます。
４月２日以降に廃車などの届け出をしても、その年の税金は納付する
ことになりますので、次の場合は届け出てください。
・�車両の譲渡や所有者の死亡などで前所有者名義のままのとき（名義変
更手続き）

・��車両の盗難、老朽化などで使用できないとき（廃車手続き）
・��ナンバープレートを紛失したとき（再登録手続き）
必要書類　車検証など

稲沢市観光基本計画
推進委員会

869
　希望者は傍聴できます。
�２月20日㈭、午後２時～４時
�産業会館大会議室（朝府町）
15人（先着）
�稲沢市観光まちづくりビジョ
ン（第２次稲沢市観光基本計
画）計画の進捗状況など
��当日、午後１時30分～１時
50分に会場へ
商工観光課　 32-1332

春の剪定業務の受け付け
剪定時期　４月～６月
剪 定場所　市内（祖父江・平和
地区を除く）
��３月３日㈪から、電話（
21-9130）またはＥメール
(inazawa@sjc.ne.jp)で 稲
沢市シルバー人材センターへ
※祖父江・平和地区での剪定
業務は、稲沢市シルバー人材
センター祖父江支所（ 97-
8306）で随時受付
�令和７年秋の剪定業務の受付
は行いません

介護保険と確定申告 �3437
●要介護認定の障害者控除
　申告者本人や扶養親族が要介護認定（要支援認定を除く）を受けて
いる方は、確定申告の障害者控除の対象となる場合があります。
�令和６年12月31日現在、65歳以上の要介護認定者で、障害者に準
ずる状態が６カ月以上継続していると認められる方（障害者手帳な
どを持っている方を除く）
�住民税課税世帯の方に「障害者控除対象者認定書」を送付します。
住民税非課税世帯の場合や令和６年中に対象者が死亡した場合など、
認定書が必要な方は、申請者の本人確認書類を持参の上、高齢介護課、
支所、市民センターで申請してください　※認定書は即日交付でき
ません。後日送付します

● 介護保険サービス利用料の医療費控除
　介護保険サービスのうち、医療系居宅サービス・施設サービスの利
用料は、確定申告の医療費控除の対象となる場合があります。詳しくは、
サービス事業者に確認してください。
●おむつ代の医療費控除
　医師が発行する「おむつ使用証明書」の対象となる方のおむつ購入
費用は、医療費控除の対象となります。また、要介護認定を受けてい
る方のうち、一定の要件を満たす場合は、市が交付する「おむつ使用
確認書」で代用することができます。交付要件など、詳しくは問い合
わせてください。
高齢介護課　 32-1292

福祉医療費の助成 3436
　福祉医療費受給者が県外の医療機関などを受診された場合は、医療
費をいったん自分で負担し、後日払い戻しの請求ができます（受診し
た月から５年が経過しているものは、時効により請求できません）。
�県外の医療機関などでの医療費、後期高齢者福祉医療の障害者総合
支援法における精神通院に該当する方の精神通院医療費など

申 請に必要なもの　領収書、預金通帳など振込先の分かるもの、資格確
認書など健康保険資格の分かるもの、福祉医療費受給者証（持ってい
る方のみ）、高額療養費に該当する場合は健康保険組合などが発行し
た支給決定通知書

申 請先　国保年金課、支所、市民センター
●福祉医療費と確定申告
　福祉医療費として支給された医療費は、確定申告などの医療費控除
において、「補てんされる金額」にあたり、支払った医療費の額から差
し引いて医療費控除を計算します。
国保年金課　 32-1325

　コミュニティバスの運行におけ
る利用者１人当たりの市負担額は
下表のとおりです。この負担額の
基準値を1,500円とし、利用状
況を参考に運行路線の見直しを検
討していきます。
　運行を継続していくために、コミュニティバスを利用してく
ださい。

総務課　 32-1159　 1291

コミュニティバスを利用してください

●令和６年11月分

路線名 利用人数 バス運行経費における
１人当たりの市負担額

稲沢中央線�アピタ稲沢店系統 9,930人 132円

祖父江・稲沢線�ふれあいの郷系統 1,495人 698円

祖父江・稲沢線�地泉院系統 1,476人 737円

下津・大里線 1,057人 1,116円

千代田・平和線 1,000人 1,134円

令和７年度一時保育の申
し込みを受け付けます
3447�申込書ダウンロード可

　一時保育とは、保護者の労働、
病気、育児疲れなどで家庭での
保育が一時的に困難となる場合
に利用できる保育サービスです。
実施保育園　下表
�２月３日㈪から、申込書に記
入の上、対象児童と一緒に利
用したい保育園へ　※用紙は
保育課、実施保育園で配布　
�費用は児童の年齢や利用時間
により異なります。保育課、
実施保育園で配布するしおり
や市ホームページで確認して
ください。また、園により利
用できる時間が異なりますの
で、必ず事前に利用したい保
育園で受け入れ状況と注意事
項を確認してください
保育課　 32-1297
保育園名 電話番号

子生和保育園 32-7824
高御堂中央保育園 21-2230
丸甲保育園 97-4610
(私)みのり保育園 32-6810
(私)信竜保育園 32-7700
(私)明治保育園 36-5630
(私)信竜国府宮保育園 23-0555

種類 届出・問合先 電話番号

原動機付自転車（125cc以下）、小型
特殊自動車、ミニカー 課税課 32-1193

二輪の軽自動車（125cc超250cc以下）愛知運輸支局小牧自動
車検査登録事務所

050-5540-
2048二輪の小型自動車（250cc超）

三輪・四輪の軽自動車（660cc以下） 軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所
050-3816-
1773
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